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1 (2)

　基本方針では耐震化率から解消率に
指標を変えたということですが、解消
率に変えることにしたのは何故です
か。

Ｅ

　令和７年７月に改正された国の基本
方針では、耐震診断が義務付けられた
建築物に対して、除却や建替えられた
建築物も含めて耐震性が不十分な建築
物が、どの程度解消されたかを評価す
る解消率の考え方が示されたことか
ら、本県においても解消率を採用しま
した。

2 (4)

　屋根瓦の耐震対策は文章の流れが悪
く、内容が分かりにくいので分かりや
すいように修正した方が良いと思う。 Ａ

　いただいたご意見を反映し、記載内
容を修正します。

3 (4)

　耐震診断義務付け路線を新たに指定
するとのことですが、自分の家が対象
になっているのかはどうしたら分かる
のでしょうか？

Ｅ

　耐震診断が義務付けられた建築物の
所有者等の方には、計画改定後、通知
をお送りします。

4 (3)

もしも対象になった場合、耐震診断を
義務付けたのは県なので、診断費用は
県が出してくれるのでしょうか？ Ｅ

　県が耐震診断を義務付けた沿道建築
物の耐震診断に要する費用について
は、補助の限度額はありますが、その
範囲内で県が全額補助をします。
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5 (3)

　旧耐震基準の建物は既に建築されて
随分経っていて、木造住宅などは耐震
改修するよりも、除却したり建替えた
りする方が現実的だと思うので、そち
らに力を入れていく方が良いと思いま
す。

Ｃ

　耐震性が不十分な木造住宅を解消し
ていくため、除却や建替えを行うこと
は有効と考えています。いただいたご
意見を参考とさせていただきます。

6 (2)

　最近日本のあちこちで大きな地震が
発生しているので心配で、住宅の耐震
化を進めることは大事だと思います。
令和12年度までに耐震性が不十分な住
宅をおおむね解消する目標としている
ので、積極的に進めてもらうことを期
待してます。

Ｅ

　住宅の耐震化を進めるため、本計画
の取組を着実に進めていきます。

7 (4)

　この間の能登半島地震では新耐震基
準といっても2000年までに建てられた
木造建築物で大きな被害を受けたもの
があるんですね、知りませんでした。
我が家も必ずしも安全じゃないなと思
いました。

Ｅ

　住宅の耐震化を進めるため、本計画
の取組を着実に進めていきます。

8 (3)

　建物を耐震化することは重要だとは
思うが、住宅などの個人所有物に補助
しなくても良いのではないですか。ま
ずは所有者の責任で取り組むべきだと
考えます。 Ｄ

　大規模地震による直接死を防ぎ、災
害関連死も回避するため住宅の耐震性
を確保することは重要であることか
ら、住宅等の耐震診断等に補助を行う
市町村の取組に対して、県が支援を行
うことにより、住宅の耐震化を促進し
ていきます。


